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資料２

大規模災害時廃棄物対策北海道ブロック協議会（第20回）

近年の災害発生及び災害廃棄物処理状況、
ブロック行動計画の一部改訂について



近年の災害発生及び災害廃棄物処理状況について
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年月 災害名 災害廃棄物発生量 処理期間

1995年1月 阪神・淡路大震災 1500万トン1) 約3年

2004年10月 新潟中越地震 60万トン1) 約3年

2011年3月 東日本大震災 3100万トン1)

（津波堆積物1100万トン含む）

約3年
（福島県除く）

2014年8月 広島土砂災害 52万トン1) 約1.5年

2018年4月 熊本地震 311万トン1) 約2年

2018年7月 西日本豪雨災害 189万トン1)

（主要被災地の岡山、広島、愛媛の合計）
約2年

2018年9月 北海道胆振東部地震 7.4万トン2) 約2.5年

2020年7月 令和2年7月豪雨 42万トン3) 約2.5年

2024年1月 令和6年能登半島地震 400万トン4)

（石川県の合計）

2024年9月 令和6年奥能登豪雨 10万トン4)

（石川県の合計）
約2.5年
（予定）

出典
1) 環境省近畿地方環境事務所, 令和5年, 「災害廃棄物処理の概要について」
2) 環境省北海道地方環境事務所, 令和3年, 「平成30年北海道胆振東部地震により発生した災害廃棄物処理の記録」
3) 環境省, 令和7年, 「これまでの大規模災害における取組のポイント及び課題への対応」
4) 石川県, 令和7年, 「公費解体加速化プランの改定～公費解体見込棟数の見直しと令和6年奥能登豪雨影響の追加」

• 近年、地震・豪雨を主として大規模な災害が多発している
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出典：環境省, 災害廃棄物対策フォトチャンネル＜http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/＞

平成23年東日本大震災 平成28年熊本地震 平成30年北海道胆振東部地震

令和2年7月豪雨 令和3年7月豪雨 令和4年台風15号

• 発災すると一度に大量の災害廃棄物が発生
• 災害廃棄物は自治体が主体となり処理する必要がある
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出典：石川県, 令和6年能登半島地震写真で見る被害状況＜https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kouhou/hot/motto-2024spring/higai-2024spring.html＞

令和６年
能登半島地震

火災被害 津波被害

令和６年
奥能登豪雨

出典：石川県,令和6年（2024年）奥能登豪雨による能登半島被害状況＜https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202409ooame-higai.html＞

豪雨被害 豪雨被害

近年の災害発生及び災害廃棄物処理状況について

• 令和6年には同じ地域に地震・豪雨が発生し、甚大な被害が生じた。
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昨年度検討事項
日本海溝地震と千島海溝地震に分けて推計した災害廃棄物発生量及び、

仮置場必要面積、処理能力との比較

本年度検討事項
近年の大規模災害での廃棄物処理状況の知見に基づく更新：
特に令和６年能登半島地震における災害廃棄物処理について
の知見に基づく更新を検討

• 先述の災害の教訓から大規模災害時における北海道ブロック災害廃棄物対策行動計画を見
直して、災害廃棄物対応の実効性をより高めたい

 H28年度「大規模災害時における北海道ブロック災害廃棄物対策行動計画（第１版）」策定
 R5年度「大規模災害時における北海道ブロック災害廃棄物対策行動計画（第２版）」策定
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令和６年奥能登豪雨

出典：石川県, 能登半島地震、奥能登豪雨による石川県の被害と対応

令和６年能登半島地震 災害の特徴

出典：石川県, 令和６年能登半島地震における災害廃棄物処理について

• 過疎・高齢化率が高く、
拠点都市から離れた地
域での発災

• 被災地への幹線道路
が全て被災

• 地震、火災、津波、豪
雨による複合災害

• 耐震化率が低く、多く
の家屋が損壊。大量の
公費解体対象となる家
屋が生じた
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 能登半島の多くの河川上流域で地震による斜面崩落による土砂、樹木が堆積していたものが豪雨
により河川に流れ込んで堆積し、被害が増大したと思われる事象が確認された。

 このことを背景に「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会」が立ち上げられ、
複合災害（先発の自然災害の影響が残っている状態で、後発の自然災害が発生することで、単発の
災害に比べて被害拡大する事象）が定義された。

出典：能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会（第１回）資料

令和６年能登半島地震 複合災害について



8

• 前述の検討会では、複合災害に対応すべき課題と早期に実現を図るべき対策について提言（案）が
なされている。

出典：能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会（第３回）資料
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大規模災害時における北海道災害廃棄物対策行動計画（第2版）

3-2 対象とする災害シナリオの設定

出典：北海道地方環境事務所, 大規模災害時における北海道ブロック災害災害廃棄物対策行動計画（第２版）<https://hokkaido.env.go.jp/recycle/new.html>

 能登半島地震では地震、津波、火災が発生。さらに同年９月に豪雨災害も発生し、
複合災害となり甚大な被害をもたらした

 現行：地震、水害それぞれの発災を想定
 改定案：複合災害について言及（豪雪※等の可能性も含む）
※帯広市における2025年2月4日午前9時時点での12時間降雪量は120cmになり、国内観測史上1位とされている。
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• 耐震化率が低く、多くの家屋が倒壊
住宅の耐震化率：輪島市45%
（全国平均約87%）
出典：北陸地方整備局, 令和６年度北陸圏地方計画策定に向けた有

識者懇談会「能登半島地震で発生した問題・課題に対する広域地方
計画との対応について」
＜https://www.hrr.mlit.go.jp/tiiki/kokudo/keikaku3/kondan6.html＞

出典：石川県, 令和６年能登半島地震アーカイブ＜https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/＞

• 公費解体対象：約４万棟

令和６年能登半島地震 公費解体について

出典：環境省,令和６年度災害廃棄物対策推進検討会（第１回）「（資料6-参考資料）令和6年度の自然災害における対応について」
＜https://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/earthquake/committee2/r6-02.html＞

公費解体制度

被災した建物を自治体が所有者に代わって
解体・撤去する制度

 公費解体全体の流れ

• 申請から解体完了まで
膨大な事務処理を自治
体職員が対応

• 公費解体は所有者の申
請の上で行うことが原則
であるが、困難な場合も
ある
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 公費解体・撤去マニュアル策定

出典：環境省,災害廃棄物処理（公費解体）の推進について

能登半島地震により損壊した家屋等の大量の解体が見込まれることから、被災市町村
における事務が円滑に実施されるよう、留意すべき事項や参考となる情報等を整理

• 損壊家屋等を公費解体・撤去する際の手順や留意点
• 所有者不明の損壊家屋等の解体にあたって活用できる制度の概要
• 公費解体に係る取扱いについての質疑応答



大規模災害時における北海道災害廃棄物対策行動計画（第2版）

3-3 対象とする災害時に発生する災害廃棄物

出典：北海道地方環境事務所, 大規模災害時における北海道ブロック災害災害廃棄物対策行動計画（第２版）<https://hokkaido.env.go.jp/recycle/new.html>
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 能登半島地震では大量の家屋が損壊し、公費解体・撤去の対応が生じた
 公費解体・撤去マニュアルが策定され、事務処理の円滑化が図られた

 現行：ー
 改定案：家屋の損壊、公費解体の想定について言及



13出典：石川県、令和６年能登半島地震における災害廃棄物処理について

令和６年能登半島地震 処理施設について

• 能登半島の広域で処理施設が被災し、稼働不可に
• 近隣自治体の枠を超えた広域な支援を受けた
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大規模災害時における北海道災害廃棄物対策行動計画（第2版）

4-8 焼却施設等の
活用の検討
（可燃物の処理）

4-9 最終処分場の
活用
（不燃物の処理）

 現行：処理能力が不足する場合について言及

 改定案：自市町村内の施設、及びその搬入経路が被災して使用不可になる場合
も想定して連携等を検討すべき点を追記



15出典：環境省,令和６年度災害廃棄物対策推進検討会（第１回）「令和6年度の自然災害における対応について」
＜https://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/earthquake/committee2/r6-02.html＞

令和６年能登半島地震 し尿処理について

• 能登半島地震では、し尿処理施設が被災により稼働停止
• 関係省庁、団体と緊密に連携し対応
• 国以外の主体によるトイレトレーラーの設置
• 仮設トイレの設置状況を随時情報共有、見える化

し尿処理施設稼働状況

仮設トイレ、バキュームカーの設置に係る体制

仮設トイレ設置状況のマップ化（イメージ）
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大規模災害時における北海道災害廃棄物対策行動計画（第2版）

4-11 生活ごみ等

出典：北海道地方環境事務所, 大規模災害時における北海道ブロック災害災害廃棄物対策行動計画（第２版）<https://hokkaido.env.go.jp/recycle/new.html>

 し尿処理施設が被災により稼働停止、広域処理が必要に
 関係省庁、団体と緊密に連携して対応

 現行：体制を確保

 改定案：体制を確保すべき関係者について補足を追記（行政だけでなく、民間事
業者との協力体制が重要）



改定検討項目のイメージ（一覧）
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ブロック行動計画 改定案

3-2 対象とする災害シナリオの設定 複合災害の発生について言及

3-3
対象とする災害時に発生
する災害廃棄物

家屋の損壊、公費解体の想定について言及

4-8

4-9 

焼却施設等の
活用の検討
（可燃物の処理）
最終処分場の
活用
（不燃物の処理）

処理施設とその搬入経路の被災について言及

4-11 生活ごみ等 関係省庁、団体と連携した、し尿処理

 能登半島地震のほか、反映を検討すべき事項があればご意見を伺いたい。

 ブロック行動計画改定のイメージ
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